
３ 広域浜プラン実証調査 
設備備品費  事業を実施するために必要な設

備（機械・装置）・物品等の購入、

据付等に要する経費 

 ただし、リース・レンタルを行

うことが困難な場合に限る。 

○取得単価が 50 万円以上の機器及び器具については、見

積書（原則３社以上、該当する設備備品を１社しか扱って

いない場合は除く。）やカタログ等を添付すること。 

○耐用年数が経過するまでは、広域水産業再生委員会等に

よる善良なる管理者の注意義務をもって当該備品を管理

する体制が整っていること。 

需用費 会場借料  事業を実施するために必要な会

議等を開催する場合の会場費とし

て支払われる経費 

通信運搬費  事業を実施するために必要な郵

便代及び運送代の経費 

○切手は物品受払簿で管理すること。

借上費  事業を実施するために必要な事

務機器等の借上げ経費 

印刷製本費  事業を実施するために必要な資

料等の印刷費の経費 

資料購入費  事業を実施するために必要な図

書及び参考文献の経費 

消耗品費  事業を実施するために必要な消

耗品、消耗器材、各種事務用品等

の調達に要する経費 

○消耗品は物品受払簿で管理すること。

旅費 委員旅費  事業を実施するために必要な会

議の出席または技術指導等を行う

ための旅費として、依頼した専門

家に支払う経費 

調査等旅費  事業を実施するために必要な実

施主体が行う情報収集、各種調査、

会議への出席、打合せ等の実施に

必要な経費 

 

 

謝金  事業を実施するために必要な資

料整理、補助、専門的知識の提

供、情報収集等について協力を

得た人に対する謝礼に必要な経

費 

○謝金の単価は、広域水産業再生委員会等の内部規程によ

るものとするなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超え

ない妥当な根拠に基づき単価を設定すること。 

○また、継続的に謝金を支払う場合は、委託費との区別を

明確にすること。 

○なお、広域水産業再生委員会等の構成員及び当該委員会

が雇用した者（以下「事業支援者」という。）等の事業に

参画する者に対しては、謝金は支払うことはできない。 

○謝金の単価の設定根拠となる資料を添付すること。

賃金  事業を実施するために追加的に

必要となる業務（調査、事務補助

等）について、事業支援者等に対

して支払う実働に応じた対価

（日給又は時間給及び法定福

利 費 ）  

○賃金の単価については、定められた単価はないが、広域

水産業再生委員会等の賃金支給規則や国の規程によるな

ど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠

に基づき単価を設定すること。 

○当該委員会等の賃金支給規則による場合であっても、労

働の対価として労働時間に応じて支払う経費以外の経費

（雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナス

その他の各種手当）については、補助対象外とする。 

委託費  本事業の補助目的たる事業の一

部分（例えば、事業の成果の一部

を構成する調査の実施、取りまと

め等）を第三者に委託するために

必要な経費 

○委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要

かつ合理的・効果的な業務に限り実施できるものとする。 

○委託費の額は、原則として、補助対象経費の 50％未満と

すること。 

○なお、事業そのもの又は事業の根幹を成す業務を委託す

ることはできないので、委託内容については十分検討する

必要がある。 

役務費  事業を実施するために必要か

つ、それだけでは本事業の成果と

は成り立たない分析、試験、加工

等を専ら行う経費 

雑役務費 手数料  事業を実施するために必要な謝

金等の振込手数料 

印紙代  事業を実施するために必要な委

託の契約書に貼付する印紙の経費 

○印紙は物品受払簿で管理すること。




